
　　２０２５年４月吉日 
 

特別法人会員・団体賛助会員ご入会　及び　ご寄付のお願い 
 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　特定非営利活動法人フードバンク茨城 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理事長　大野　覚 
 
平素よりフードバンク茨城へのご理解ご支援を賜り、心より感謝申し上げます。 

さて、フードバンク茨城は２０１１年に「“もったいない”を“ありがとう”に」を合言葉に、賞味期限内で
安全に食べられるにもかかわらず様々な理由で廃棄されてしまう食品を活用し、福祉に貢献でき
るフードバンク活動を開始いたしました。 
 
１３年に及ぶ活動は、多くの市民、企業、施設団体、行政などの皆さまから共感とご協力を頂き

今日に至っております。　その間、子ども応援プロジェクトや生活困窮者など、支援を必要としてい
る方々へ食品提供を実施してまいりました。 
 
今後も継続してフードバンクが活動できる社会づくりには、皆様方のお力添えが必要です。　会

費（特別法人会員・団体賛助会員）及びご寄付により、ご一緒に食のセーフティーネットによる笑
顔を次世代にもつなげていけますよう、ご協力をお願い申し上げます。 
 
＊特別法人会員：一口1万円　5口以上 

　ロゴをデータでいただければ、当法人会員広報誌 
「ニュースレター」にてロゴの掲載、HPにてリンク 
の作成をいたします。 

＊団体賛助会員：一口1万円　1口以上 
＊ご寄付：いくらでも（寄付金控除の対象ではありません。） 
 
いずれの場合も入金を確認後、領収書を発行いたします。 

 
 
 
 
 
 
 

 


